
 

釧路市民憲章制定 60周年記念企画 写真展応募要項 

 

 

１．趣  旨 

市民憲章を幅広い年代の市民に知っていただき、市民憲章の精神にそった活動の実践の芽を育

てるため、市内の高校に在籍する生徒を対象に、市民憲章をテーマにした写真を募集し、写真展

を開催します。 

釧路市出身フォトジャーナリストの長倉洋海氏を講師にワークショップを行うことで、技術の

向上や写真への理解を深めることをねらいとします。 

会長賞作品については、市民憲章の啓発に活用させていただく予定です。 

 

２．主  催 

釧路市民憲章推進協議会 

 

３．共  催 

釧路市・釧路市教育委員会 

 

４．後  援 

釧路新聞社・北海道新聞釧路支社・NHK釧路放送局 

 

５．募集期間 

(1) 作品募集 

２０２４年（令和６年）１２月１０日（火）～ ２０２５年（令和７年）１月７日（火） 

(2) ワークショップ参加募集 ※後日正式にご案内いたします。 

   １回目：２０２４年１０月２８日（月）～ ２０２４年１１月１０日（月） 

 ２回目：２０２４年１２月１０日（火）～ ２０２５年１月７日（火）作品同期間 

 

６．募集作品 

(1) 概 要 

「周りの人を撮ってみよう」をテーマに写真を募集します。 

募集作品数は１人１点～４点とします。なお、展示作品は２回目ワークショップの際に選別

し１人１,２点とさせていただきます。 

※ワークショップへの参加は任意としておりますが、可能な限り参加していただくようお願

いいたします。 

(2) 応募規定 

   白黒またはカラーでＡ４または四つ切りとします。 

 

７．応募方法 

デジタルデータの提出を願います。データ名を学校名、氏名に変更し釧路市役所市民生活課内

の市民憲章推進協議会事務局までメール若しくはＣＤ－Ｒ等記憶媒体でのご提出を願います。 

また、応募者名簿はデータでもご提出ください。 

なお、受賞作品等については、応募者名簿に記載されている学校名、学年、氏名を報道機関等

に公表させて頂きますので、予めご了承ください。 

   

８．ワークショップの開催 

長倉洋海氏を講師に年２回のワークショップを開催いたします。 

１回目：令和６年１１月３０日（土）１４時から１６時 定員４０名 

   コーチャンフォー釧路文化ホール１階 会議室１号 

   講師から撮影のアドバイスをいただきます。 

２回目：令和７年１月１１日（土）１４時から１６時 定員４０名 

   交流プラザさいわい３階 小ホール 

   事前に事務局へ提出した写真をスクリーンに投影し講師からアドバイスをいただき

ます。 

 

 

（裏面に続く） 



 

９．展示期間 

２０２５年（令和７年）１月１７日（金）～ ２０２５年（令和７年）１月１９日（日） 

 

10．展示会場 

コーチャンフォー釧路文化ホール 展示ホール（釧路市民憲章推進書道展、ポスター展併催）  

 

11．表  彰 

優秀作品を下記により表彰いたします。（賞状・副賞を授与） 

◎会長賞   １点 

◎最優秀賞  １点 

◎優秀賞   ２点 

◎奨励賞   ２点 

◎佳 作   数点 

※応募作品数により変更する場合がございますのでご了承ください。 

※応募者全員に参加記念品を贈呈 

 

12．審 査 員 

フォトジャーナリスト 長倉 洋海 氏 

 

13．表 彰 式 

日 程：２０２５年（令和７年）２月１６日（日）午前９時３０分（予定） 

場 所：まなぼっと 多目的ホール（釧路市民憲章推進書道展、ポスター展表彰式と併催） 

 

14．そ の 他 

会長賞作品の使用権は釧路市民憲章推進協議会に帰属するものとし、各種啓発事業に活用させ

ていただきます。あらかじめご了承ください。 

被写体の肖像権侵害などの責任は負いかねます。問題が発生した場合、その責任や解決の義務

はすべて応募者にあるものとさせていただきます。 

   

15．問 合 先 

〒０８５-８５０５ 

釧路市黒金町 7丁目 5番地 釧路市役所本庁舎２階 

釧路市市民環境部市民生活課内 釧路市民憲章推進協議会事務局 

TEL ３１-４５２１ FAX ２３-５２１３（ 担当 藤吉・久保 ） 

MAIL shi-seikatsuanzen@city.kushiro.lg.jp  

 

釧路市民憲章 
前 文 

わたしたちは、広野に丹頂が舞い、 

夕焼けが太平洋を染める釧路の市民です。 

わたしたちは、先人の開拓精神をうけつぎ、 

生産都市を誇りとして、健康で明るく、 

豊かで文化の香り高いまちを築くために、 

この憲章を定めます。 

きょうを充実させ、あすを発展させるために。 

 

本 文 
一、元気で働き、明るく豊かなまちをつくりましょう 
一、きまりを守り、安全で安心な住みよいまちをつくりましょう 
一、緑を育て、自然豊かなきれいなまちをつくりましょう 
一、人にやさしく、心ふれあう温かいまちをつくりましょう 
一、文化を高め、命を尊ぶ平和なまちをつくりましょう 
一、郷土を愛し、世界に誇れるまちをつくりましょう 
 

平成１８年１０月１１日制定 

今年度 重点 


